














630,949

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している

合計 1,014,228 285,041 40,591 57,647

小計 65,658 12,980 9,140 3,645 39,893

637 54 583

保健事業費 10,911 196 897

16,190 1,355 14,835

369,615

保
健
衛
生

保健衛生総務費 37,920 12,784 9,140 1,339 14,657

予防費 

小計 529,516 126,133 33,768

9,818

保健センター施設費

後期高齢者医療費 218,158 36,192 15,233 166,733

174,252 14,587 159,665

221,441

社
会
保
険

国民健康保険費 137,106 89,941 3,948 43,217

介護保険費

小計 419,054 145,928 31,451 20,234

社
会
福
祉

生活保護費 60,000 45,000 1,256 13,744

1,674

児童福祉施設費 163,695 5,484 14,979 11,991 131,241

母子（父子）福祉費 2,922 491 604 153

67,232児童福祉総務費 177,456 88,213 15,868 6,143

生活困窮者自立支援事業費 2,732 2,045 58 629

104 1,141

在宅福祉事業費 4,549 381 4,168

障害者福祉費 4,980 3,735

131 1,429

老人福祉費 200 17 183

社会福祉総務費 2,520 960

社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費

　地方消費税率の引上げによる引上げ分の地方消費税収（市町村においては「地方消費税交付金
（社会保障財源化分）」）については、社会保障４経費（制度として確立された年金、医療及び介
護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）及びその他社会保障施策（社
会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策）に要する経費に充てることとされています。
　津和野町では、下表のとおり各事業に充当しています。

　【総額】 1,014,228千円　（うち一般財源　688,596千円）

　【社会保障施策に要する経費に充てる引上げ分の地方消費税額】　57,647千円
単位：千円

事業名 事業費

財源内訳

特定財源 一般財源

国県支出金 その他
地方消費税交付金引

上分
その他


